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低所得世帯緊急支援給付金 

～低所得世帯に対し、一世帯当たり３万円の支給～ 

 

食料品等の物価高騰の影響を受けた低所得の世帯に対し、生活支援のため、一世帯

当たり３万円の緊急支援給付金を支給します。 

 

■対象者 

(1) 令和５年度住民税非課税世帯 ９，０００世帯（見込み） 

 (2) 家計急変世帯 ３００世帯（見込み） 

■支給額 

一世帯当たり一律３万円 

■支給方法 

 (1) 指定する口座（令和４年度の住民税非課税世帯等緊急支援給付金（５万円給付

金）と同じ口座）へのプッシュ型給付（申請不要） 

(2) 家計急変世帯及び口座登録がない世帯については、申請に基づき、口座へ振り

込む。 

■支給時期 

 (1)の場合  ７月中 

 (2)の場合  随時 

■予算措置 

 低所得世帯緊急支援給付金給付事業 ２９０，５３０千円 

（国庫補助金等 １８８，９０６千円） 
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